
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  仮想通貨の会計処理                    

Ｑ：仮想通貨の会計処理は、どのようにな

っていますか？                                      

                                              

Ａ：企業会計では、次のように取り扱われ

ます。 

【解説】  

企業会計では、仮想通貨の会計処理を次の

ように取り扱うこととしています。 

①仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、

保有する仮想通貨について、活発な市場が存

在する場合、市場価格に基づく価額をもって

当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価

額との差額は当期の損益として処理する。 

②仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、

保有する仮想通貨について、活発な市場が存

在しない場合、取得原価をもって貸借対照表

価額とする。期末における処分見込価額(ゼロ

又は備忘価額を含む)が取得原価を下回る場

合には、当該処分見込価額をもって貸借対照

表価額とし、取得原価と当該処分見込価額と

の差額は当期の損失として処理する。 

③前期以前において、上記に基づいて仮想通

貨の取得原価と処分見込価額との差額を損失

として処理した場合、当該損失処理額につい

て、当期に戻入れを行わない。 

なお、法人税法では、短期売買商品や売買

目的有価証券などの資産について、期末時点

で評価替えをして、評価損益を認識すること

となっていますが、仮想通貨はこれに該当し

ないこととなっていますので、期末に評価替

えをして評価損益を認識することはしません。 
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